
第１７号議案 

 

 

 

   中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和８年２月２７日 

 

 

 

          提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 個人番号を利用することができる事務及び当該事務を処理するため

に利用することができる特定個人情報を追加する必要がある。  



   中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年中野区条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

２３ 区長 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に

関する条例（昭和４７年東京都条例第１１７号）に

よる医療費の助成に関する事務であって規則で定め

るもの 

 別表第２の２の項及び１４の項中「地方税関係情報であって」を

「地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって、」に改め、同表に

次のように加える。 

２１ 区長 大気汚染に係る健康障害

者に対する医療費の助成

に関する条例による医療

費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報又は医療

保険給付関係情報であっ

て、規則で定めるもの 

   附 則 

 この条例中別表第１に次のように加える改正規定及び別表第２に次

のように加える改正規定は令和９年２月１日から、同表２の項及び１

４の項の改正規定は公布の日から施行する。 


